
第４号様式（第１０条関係） 

会   議   録 （要 旨） 

会 議 名 令和７年度 第２回文化財保護審議会 

開 催 日 時 令和７年１２月２０日（土） 午後２時００分 ～午後３時３０分 

開 催 場 所 中部地区会館４０３集会室 

出 席 者 及 び 

欠 席 者 

出席者：蓮沼会長、内野副会長、牛込委員、加園委員、清水委員、高橋委

員、多田委員、楢崎委員 

事務局：文化振興課長、資料館係長 

欠席者：田代委員、波多野委員 

議 題 

１ 文化財の指定について 

⑴ 増尾家文書の照合・調査結果について 

⑵ 今後のスケジュールについて 

⑶ 文化財名について 

２ その他 

令和７年度第３回文化財保護審議会の日程について 

結 論 
（決定した方針、残さ

れた問題点、保留事項

等を記載する。） 

議題１ 

⑴ 了承する 

⑵ 了承する 

⑶ 既指定文化財の名称の過程を確認し報告する 

議題２ 

・令和８年３月１３日(金)に開催する。 

審 議 経 過 
（主な意見等を原則と

して発言順に記載し、

同一内容は一つにまと

める。） 

 

(発言者) 

〇：委員 

●：事務局 

報告事項⑴ 歴史民俗資料館事業について 

事務局より今年度の実施事業の報告 

〇 砂川村の文書を調査していたら、高射砲第 7 連隊の訓練用鉄塔の爆破

に関すると思われる資料が見つかった。 

〇 学校での授業に活用できるよう働きかけすべき。 

〇 了承する。 

 

議題１ 文化財の指定について 

⑴ 増尾家文書の照合・調査結果について 

● 市史調査報告書｢増尾家文書目録｣と照合した結果、過不足は無く、史

料の状態も調査時とほぼ変わらない状態である。 

〇 写真でもわかるとおり保蔵状態は非常に良い。 

⑵ 今後のスケジュールについて 

● 教育委員会へ意見書を送付し、教育委員会からの諮問を受け、答申・

指定の予定である。指定と答申されれば、その後は事務局で事務処理を

させていただく。 

〇 了承する。 

⑶ 文化財名について 

● 増尾家についても他の３文書と同様に「増尾〇〇家文書」と姓名を表

示したい。 

〇 すでに指定されている３文書の名称決めと同じプロセスで良いので

は。事務局が確認したうえで再度報告いただきたい。 

● 確認のうえ報告させていただく。 



議題２ その他 

・次回の審議会は、令和８年３月１３日(金)午後７時から開催する。 

 

 

会議の公開・ 

非 公 開 の 別 

■公  開                傍聴者：   ０ 人 

□一部公開 

□非 公 開 

 ※一部公開又は非公開とした理由 

 

 

会議録の開示・ 

非 開 示 の 別 

■開  示 

□一部開示（根拠法令等：                   ） 

□非 開 示（根拠法令等：                   ） 
 

庶 務 担 当 課 教育部 文化振興課 資料館係（外線：560-6620） 

（日本工業規格Ａ列４番） 

 


